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お問い合わせは、協会事務局（ＴＥＬ ０３-３５１１-０６１１）まで。

全住協ビジネスショップは、組織委員会に設置した全住協ビジネスネットワーク（略称「ビジネスネット」）が認定した賛助会員等の取扱商品
を、一般向けには行っていない特別価格・サービスにて会員企業向けに提供する仕組みです。既に下記の 17 社が商品を提供しており、会員の購買
におけるメリットとなるとともに、会員間のさらなる交流が生まれています。
商品の詳細は、全住協ホームページの会員専用ページから「全住協ビジネスショップ専用サイト」にてご覧ください。
　会員名（順不同） 取扱商品
・全保連㈱ 賃料保証システム
・㈲シー・ブリッジ 不動産広告アイテムの制作、iPadツールの制作及び運用
・㈱週刊住宅新聞社 宅建受験対策書籍
・e-Net少額短期保険㈱ 賃貸住宅の少額短期保険
・㈱トルネックス エマージェンシートイレキット、エマージェンシーボディキット
・アットホーム㈱ 名入れノベルティ防災セット
・あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 宅地建物取引業者向け賠償責任保険
・アクアクララ㈱ 宅配水サービスの「はじめてセット」
・エース21グループ㈱ 全自動消火装置「ケスジャン」
・㈱一貫堂 簡単チラシ印刷、簡単名刺印刷 on WEB、RE-cycle Computer
・ソフトバンク㈱ 法人向けモバイル通信サービス
・日本ポリプロ㈱ 我が家の防災ファイル
・㈱総合資格 建設業界採用情報誌、各種建築関係試験受験対策講座
・㈱ベーシック ENJO（エンヨー）オリジナルセット
・㈱東京リーガルマインド（LEC） 各種講習、資格取得講座
※宅建登録（５問免除）講習　㈱東京リーガルマインド(LEC)、㈱住宅新報社、アットホーム㈱、㈱総合資格、㈱プライシングジャパン
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新入会員懇親会

　当協会は、去る３月18日（金）にホテルニュー
オータニで平成27年度に入会した会員と推薦会
員、協会役員、組織委員との懇親会を開催した。
　平成27年度は、正会員（企業会員）23社、正会
員（団体会員）２団体、賛助会員22社が入会し、
会員数は、正会員495社・19団体、賛助会員168
社（平成28年３月31日現在）となり、団体会員へ
の加盟会社をあわせて1,519社・19団体を数え
ることとなった。
　冒頭、小山組織委員長が「全住協の歴史を辿
ると、昭和35年まで遡ることができる。その間、
いろいろなことがあったが、それらを乗り越え、
経験を積み、知恵を蓄えてきた。今後も会員同
士協力し、それぞれの事業を発展させてもらい
たい。」と歓迎の挨拶を行った。また、神山会
長は「住宅・不動産業界の中で一番元気がある
のが全住協である。この協会を必ず日本一の協

会にしたいと思ってい
るので、新入会員の皆
様にも委員会に所属し
ていただくなど、活発
な活動をお願いした
い。」と呼びかけた。
　続いて、花沢常務理
事の発声による乾杯の

後、新入会員より各社の業務内容など自己紹介
が行われた。懇親会では、和やかな雰囲気の中、
相互に情報交換を行うなど交流を行った。当日
の参加者は、新入会員53名を含め約150名。
　なお、協会では今後も入会のメリットを訴え、
組織の拡大に努めていく。入会に関する推薦、
問合せ等は、事務局（TEL：03−3511−0611）担
当　加藤まで。

新入会員懇親会を開催
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　わが国経済は、デフレ脱却に向け緩やかな回
復基調が続くとされる一方で、中国経済の減速
や原油安の進行等により、景気の先行きは不透
明である。
　住宅不動産業界にあっては、一昨年から新設
住宅着工戸数は90万戸前後で推移しているもの
の、建設技能労働者の不足等により労務コスト
や住宅建築資材価格が高止まっていること、事
業用地の取得が難しいことなどから、我々中堅
住宅不動産事業者を取り巻く環境は引き続き厳
しいものがある。
　こうした状況に対応するため、当協会は全国
の中堅住宅不動産事業者１,500社を擁する団体
として、消費税率の引上げに伴う政策課題等に
ついて提言・要望活動を展開しその実現を図る
ほか、住生活基本法に基づく新しい住生活基本
計画を踏まえた住宅不動産の事業手法について
調査研究を行い、会員の事業環境の改善並びに
消費者の利益の確保に寄与する。
　加えて、住宅の省エネルギー施策に係る動向
や宅地建物取引業法の改正など住宅不動産業に
関連する最新の動向を把握し、適宜会員への情
報の提供と周知を図る。　
　以上を踏まえ、平成28年度の事業計画を次の
とおり定める。

基本方針
１．政策活動・提言
　消費税率10%への引上げによって住宅投資が
縮減しないための対応策、住宅・土地税制改正、
住宅金融支援機構のフラット35を始めとする融
資制度等について要望し、その実現を図る。
２．住宅不動産事業手法等の拡充
（1）委員会活動を通じて、環境・健康に配慮し
た住宅供給の促進、不動産流通・リフォーム
市場の活性化への対応、不動産管理手法等に
ついて調査研究を行うとともに、引き続き全
住協いえかるての普及を図る。

（2） 建築物の耐震化の促進を引き続き行うほ
か、会員間のビジネスに資する事業を実施
する。
３．協会活動の展開
（1）協会活動の活性化を推進するとともに、協
会運営の効率化に努める。

（2）消費者保護の観点から、相談窓口において
消費者等からの相談に対応する。

（3）第４回定時総会に合わせ東京において全国
交流会を開催する。

第一　政策活動・提言
１．消費税
　消費税率引上げへの対応については、平成28
年度税制改正大綱で「住宅市場に係る対策につ
いては、昨年末の経済対策を含むこれまでの措
置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏ま
え、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投
資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い
観点から注視する。」ことが明記されたことを
踏まえ、消費税率10%への引上げによって住宅
投資が縮減しないよう、適時適切に関係団体と
連携しつつ提言・要望活動を行う。
　なお、消費税率引上げによる負担緩和措置と
して導入された「すまい給付金」の申請窓口と
して受付業務を引き続き行う。
２．住宅・土地税制
　住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例
措置の延長や買取再販で扱われる住宅の取得に
係る特例措置など平成29年度税制改正へ向けて
改正要望を提言し、その実現を図る。
３．住宅金融
（1）住宅金融支援機構のフラット35を始めとす
る融資制度について、金利引下げ幅・期間、
審査の状況、審査基準等について改善要望を
行う。

（2）住宅ローンの審査状況等、フラット35の10
割融資の利用実態について、必要に応じてア

平成28年度事業計画

平成 2 8 年 度 事 業 計 画 を 決 定
　当協会は、３月18日に開催した理事会において以下のとおり平成28年度事業計画を決定した。
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ンケート調査を実施する。
（3）ユーザーが幅広い商品の中から適切な住宅
ローンを選択できるよう情報提供を行う。

（4）住宅金融支援機構と、同機構の取組みや最
新の情報並びに当協会の事業概要や会員の動
向等について意見交換を行う。
４．事業資金融資の円滑化
　民間金融機関による事業資金の供給動向につ
いて、必要に応じてアンケート調査を実施する。
５．住宅供給に伴う法規制への対応
（1）住生活基本法に基づく新しい住生活基本計
画（全国計画）が10ケ年計画として定められ
たため、説明会の実施及び策定後の住宅政策
等について適宜情報交換を行う。

（2）災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、
良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の
推進に関する基本理念、国の責務等、推進計
画の策定その他事項を定めた無電柱化の推進
に関する法律案の提出が予定されていること
から、その成立に向け積極的に支援する。

（3）民法（債権関係）等の改正を控え、その内
容について周知を図るとともに、円滑な施行
に向けて協力する。

（4）一定規模以上の建築物のエネルギー消費性
能基準への適合性を確保するための措置を講
ずる建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律の制定を受け、その内容について周
知を図るとともに、本年度中に住宅トップラ
ンナー基準が策定される予定となっているた
め、検討経過に留意し、必要に応じて提言等
を行う。
６．国土交通省との懇談会
　国土交通省との懇談会を開催し、同省の最新
施策並びに当協会の住宅・不動産税制改正要望
及び住宅金融支援機構融資制度改善要望等につ
いて意見交換を行う。

第二　住宅不動産事業手法等の拡充
１．住宅の商品企画・供給手法等の研究
（1）街並みの形成に配慮した分譲住宅の供給手

法に関する調査研究、マンション及び戸建住
宅のプラン、性能並びに商品企画に関する事
例研究、優良プロジェクトの見学会等を行う。

（2）首都圏における戸建分譲住宅の販売状況調
査を引き続き実施し、データの蓄積を行うほ
か、消費者の求める住宅を的確に把握し、会
員の適正な供給計画の立案に資するため、会
員への情報提供の充実を図る。
２．全住協いえかるての普及促進等
　「全住協いえかるて」の会員への普及促進と
適切な運営に努めるとともに、（一社）住宅履歴
情報蓄積・活用推進協議会の構成団体として、
その運営に協力する。
３�．長期優良住宅の普及の促進に関する法律等
への対応

（1）長期優良住宅の普及の促進に関する法律の
普及に努めるほか、既存住宅に係る長期優良
住宅の認定基準・評価手法が整備されたため、
会員への周知を図る。

（2）インスペクション、性能の向上のためのリ
フォーム等による住宅ストックの長寿命化を
図る優良な取組みに対し、国が費用の一部を
補助する「長期優良住宅化リフォーム推進事
業」について周知を図る。
４．環境・健康に配慮した住宅供給の推進
（1）環境及び健康に配慮した住宅供給の推進を
図るため、認定低炭素住宅、ZEH、省エネ性
能の高い躯体の構造及び施工方法並びにスマ
ートウェルネス住宅について調査研究を
行う。

（2）太陽光発電、燃料電池を始め省エネ性能の
高い住宅設備機器等について、最新の情報提
供を行うほか、調査研究を行う。

（3）既存住宅に係る住宅性能表示制度について
耐久性・省エネルギー性に関する評価項目が
整備されたため、会員への周知を図る。
５．建築物耐震化への対応
（1）耐震診断・耐震補強工事・建物売却等、得
意分野の異なる会員同士が協働して行う建築
物耐震化プロジェクトにおいて、東京都にお

平成28年度事業計画
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ける特定沿道建築物を始め建築物の耐震化を
促進する事業をさらに推進するとともに、引
き続き他の地域への拡大を図る。

（2）平成25年に改正された耐震改修促進法によ
り耐震診断が義務付けられた不特定多数が利
用する大規模建築物について、建築物耐震化
プロジェクトの活動を踏まえ、行政機関等と
の意見交換のほか、建物用途に応じた改修工
事等の事例研究を行う。
６．住宅瑕疵担保履行法への対応
（1）住宅瑕疵担保履行法で義務付けられている
基準日における届出手続等について会員への
周知徹底に努める。

（2）任意の制度として導入されているリフォー
ム、既存住宅及び大規模修繕に係る保険制度
について会員への情報提供を行う。
７�．不動産流通・リフォーム市場の活性化への
対応

（1）既存の建物の流通促進と買主等の利益の保
護を図るため、宅地建物取引業者に対し、建
物の状況の調査を実施する者のあっせんに関
する事項の媒介契約書への記載、調査の有無
や結果概要等を重要事項説明で義務付けるこ
となどを内容とする宅地建物取引業法の改正
について会員へ周知を図るとともに、円滑な
施行に向けて協力を行う。

（2）賃貸取引と法人間取引における重要事項説
明でITを活用するための社会実験が開始され
ていることから、適正な不動産取引につなげ
られるよう検証等に協力する。

（3）会員の行う中古住宅取引を支援するため
に、項目、様式等を定めた「全住協中古住宅
売買時インスペクション」の周知と関連事業
者の紹介等連携を促すための取組みを行う。
また、中古住宅取引の際にインスペクション
や既存住宅売買瑕疵保険（個人間）を円滑に
利用するため調査研究を行う。

（4）不動産取引に係る関連情報を集約する不動
産総合データベースの試行運用の継続と検証
に協力する。

（5）（公財）東日本不動産流通機構で策定された
中古住宅取引で利用される売買契約書の周知
等について協力する。
８．不動産管理手法等の研究
（1）世帯構成の変化に伴う単身世帯の増加や、
サービス付き高齢者向け住宅の普及など多様
化するニーズに対応した賃貸住宅の管理手
法、商品企画等について調査研究を行う。

（2）マンション管理の適正化に資する管理手法
や、良好な居住環境と快適な共同生活の確保
に資するための調査研究を行う。

（3）商業ビル等の企画、経営や管理の手法等に
ついて、事例研究等を行う。
９．住宅不動産に関する情報提供体制
（1）全住協NETの登録情報をより一層充実さ
せ、利用促進を図る。

（2）不動産ジャパンの情報提供団体として、そ
の運営に協力する。
10．新規事業に関する研究
（1）時代の変化に対応した新しい事業、企業経
営の安定に資する諸方策、土地の有効活用等
について事例をもとに調査研究を行う。

（2）空家等対策の推進に関する特別措置法及び
関連するガイドライン等の内容について周知
を図る。また、市区町村が定める空家等対策
計画等の最新情報の把握に努めるとともに、
その問題の解決に寄与する手法等について調
査研究を行う。

（3）「民泊サービスのあり方に関する検討会」
（観光庁）や条例等の動向を注視し、空き家
対策との関連性や民泊に係る問題点等につい
て調査研究を行う。

第三　協会活動の展開
１．協会の支援事業
（1）経済情勢、市場動向、住宅政策等企業経営
に資する経営者向け講演会等を開催するとと
もに、意見交換会、情報交換会を通して、会
員相互の意思疎通の円滑化を図る。

（2）団体会員が行う講演会・セミナー等の社会

平成28年度事業計画
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貢献事業を助成する。
（3）支部の活動に資する事業を実施するほか、
支部の法人化を推進する。

（4）賛助会員等が会員に対し特別な価格又はサ
ービスで商品を提供する全住協ビジネスネッ
トを充実させるとともに、会員相互の交流を
深める。
２．全国交流会
　全住協の会員相互の交流を図るため、第４回
定時総会に合わせ６月に東京において全国交流
会を開催する。
３．不動産取引等の公正化
（1）消費者保護の観点から、消費者相談窓口に
おいて、トラブルの円滑な解決に向けて会員・
消費者の双方にアドバイスを行う。

（2）不動産取引から反社会的勢力の排除が求め
られているため、引き続き関係団体と協力し
て適切に対応する。

（3）宅地建物取引業者が宅地建物取引士を含む
従業者に対し行うこととされている適正な業
務の実施に係る教育を支援するため、研修会
等を開催する。

（4）消費者保護に立脚した宅地建物取引の観点
から、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法、
消費者契約法、消費生活用製品安全法、金融
商品取引法を始め、不動産公正競争規約等不
動産関連法令や不動産取引の適正化について
周知徹底を図るとともに研修会を積極的に開
催する。
４．情報提供及び広報活動
（1）協会の広報のあり方を検討し、引き続き積
極的に広報活動を推進する。

（2）協会ホームページ、会報「全住協」「週刊全
住協NEWS」「全住協住宅金融レポート」及び
「全住協メールマガジン」等を通じた的確な
情報提供に努める。

（3）会員の入会状況等について、随時専門紙に
情報を提供する。

（4）住生活月間その他の関連行事への参加等に
より協会活動の周知を図る。

（5）住宅不動産に関連する資料の収集整備を行
うとともに、会員に情報を提供する。
５．不動産の取引及び活用の支援
　不動産の取引及び活用に関する相談等にワン
ストップで対応する仕組みを構築するため、相
談者のニーズ等を的確に把握するための調査研
究を行い、会員の事業機会の創出を図る。
６．建設現場における労災事故防止
（1）労働安全衛生法等安全に係る法令に関し
て、法令勉強会・事例研究会等を開催する。

（2）（一社）住宅生産団体連合会及び東京木造家
屋等低層住宅建築工事安全対策協議会等と連
携して各種技能者講習会等を開催する。
７．人材育成
（1）会員の社員の資質向上、人材の育成に資す
るため、住宅宅地の供給に関する業務等をテ
ーマに新入社員、営業社員向けの研修を行う。

（2）不動産業界の人材育成を図る観点から、宅
地建物取引士資格試験の受験対策講座を実施
する。

（3）会員の若手の次世代経営層の早期育成によ
る安定経営に資するため、住宅不動産事業の
経営に必要な視点を身に付けるための研修プ
ログラムを開発し実施する。
８．協会の表彰
　優良事業表彰、優秀社員表彰及び優秀技能者
表彰を実施し、会員及びその社員の資質の向上
に寄与する。
９．福利厚生
　会員の役職員の福利厚生制度の一つとして、
全住協新保障制度の充実に努めるほか、東京不
動産業健康保険組合への加入促進を図る。
10．宅地建物取引士講習
　宅地建物取引業法第22条の２及び第22条の３
に基づく宅地建物取引士講習を実施する。
11．住宅瑕疵担保責任保険法人の認定団体業務
（1）住宅保証機構㈱、㈱住宅あんしん保証、㈱
日本住宅保証検査機構、㈱ハウスジーメン及
びハウスプラス住宅保証㈱の認定団体とし
て、住宅瑕疵担保責任保険の申込受付を行う

平成28年度事業計画
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会 員 情 報

ほか、検査員の研修等検査体制の充実その他
業務を的確に実施する。

（2）特保住宅の対象範囲の拡充について検討を
行う。

（3）住宅品質確保促進法に定める瑕疵担保責任
の的確な履行を担保し、住宅瑕疵担保履行法
に定められた資力確保措置である保険への加
入を促進する。
12．指定流通機構制度
（1）国土交通大臣指定の（公財）東日本不動産流
通機構のサブセンターとして、広域的な物件
情報の交換を促進し不動産取引を円滑にする
ため、会員（事業所）の管理等指定流通機構
業務の代行を行うほか、適正な利用を促進す
るため所要の措置を講ずる。

（2）レインズにおける共同仲介をより活性化す
るために導入された取引状況管理機能が円滑
に運用されるよう協力する。
13．産学協同事業
（1）明海大学との「不動産学の教育・研究に関
する協定」に基づき、インターンシップ制度
及び協会特別推薦入試制度の利用促進に努め
る。

（2）超高齢社会における意思決定支援プログラ
ムの開発について、東京大学と共同研究を行
うとともに、共同研究の一環として、不動産
に関連する相談窓口業務を行う。

（3）これからの不動産業及び関連する事業につ
いて、（公社）日本不動産学会と協同して調査
研究を行う。
14．関係団体との連携
（1）不動産団体連合会、（一社）住宅生産団体連
合会の一員としてそれらの構成団体との連携
に努め政策要望の実現を図る。

（2）（公社）首都圏不動産公正取引協議会、（公財）
不動産流通推進センター、（一財）不動産適正
取引推進機構、（公財）東日本不動産流通機構、
世界不動産連盟日本支部等関係団体に役員を
派遣しその運営に寄与する。
15．関係省庁等との連携
（1）国土交通省を始めとする関係省庁の住宅不
動産業界に関連する施策へ対応するほか、不
動産関連研究機関及びシンクタンク等との連
携に努める。

（2）国土交通省、東京都等の要請に応じて、研
究会等に委員を派遣しその運営に寄与する。

平成28年度事業計画

アグレ都市デザイン㈱が新規上場
　正会員であるアグレ都市デザイン㈱（大林竜
一代表取締役社長）は、平成28年３月18日に東
京証券取引所JASDAQスタンダードに新規上
場した。
　同社は平成21年４月に東京都武蔵野市吉祥
寺本町において戸建販売を事業目的として設
立された。同社は東京都多摩地区を中心に、
首都圏をターゲットエリアとして戸建用地の
仕入（取得）から建物の企画・設計、施工管理、
販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫
して行う体制により、デザイン性・機能性に
優れた戸建住宅「アグレシオ・シリーズ」を
供給している。
　建物の企画・設計は、自社内に設計専門部
門を配置し、「洗練されたデザイン」と「使い

勝手」の両立の追求に努めている。商品訴求
力の更なる強化を目的として、自社販売を強
化・推進し、営業担当者だけでなく設計担当
者も商品企画のプレゼンテーションや設備仕
様の説明も行っている。成約に至らなかった
場合でも意見・感想を次の商品企画に反映・
活用し、より魅力的な商品を世に送りだした
い、という考えに基づいている。このような
販売手法により外部販売委託販売を中心とし
た同業他社との差別化を図っていく方針。
　平成27年３月期は売上高6,096百万円、経常
利益330百万円、純利益199百万円となってい
る。平成28年３月期（予想）は売上高8,419百万
円、経常利益386百万円、純利益237百万円。
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優秀社員・優秀技能者表彰の募集

［優秀社員表彰］
⑴　基準
　次の基準に該当するもの
　①　在籍３か年以上の社員で、営業活動にお
いて信義、誠実かつ適正に行い、年間にお
ける営業成績が、会社の業績向上に多大の
貢献をし、他の社員と比較して顕著と認め
られるもの。

　②　在籍５か年以上の社員（①以外の社員）
で、職務の遂行において意欲旺盛かつ、創
造力が卓越し、会社の業績向上に多大の貢
献をし、その業績が他の社員と比較して顕
著と認められるもの。

⑵　提出書類（各１部）
　①　優秀社員表彰申請書
　②　審査表
　③　会社組織図
　　※①②は協会ホームページよりダウンロー

ドしてください。
⑶　費用
　表彰者１名につき10,000円
［優秀技能者表彰］
⑴　推薦要件
　会員企業の社員又は協力事業者で、次の①か
ら⑤までのすべてに該当するもの
　①　建設現場業務に直接従事している年齢35
歳以上の者（平成28年５月31日時点＝昭和
56年５月31日までに生まれた者）

　②　建設現場業務に直接従事している年数が
15年以上の者（平成28年５月31日時点＝少
なくとも平成13年６月１日以前から建設現
場業務に直接従事していた者）

　③　現場での工事施工経験の積み重ねにより
卓越した優秀な技能を持ち、長年にわたる

工事施工経験の裏付けとして施工管理能力
等の技能的能力をも習得した者。

　④　次のすべての要件を充たす者
　　ⅰ）技能・技術が優秀であること
　　ⅱ）技術開発、施工の合理化を図り顕著な

成績を挙げていること、又は建設工事
に相当の実績があること

　　ⅲ）後進の指導・育成に努めていること
　　ⅳ）工事施工において安全・衛生の向上に

貢献していること
　　ⅴ）他の建設現場従事者の模範たりうること
　⑤　過去において、優秀施工者国土交通大臣
顕彰を受けていない者

⑵　提出書類（各１部）
　①　優秀技能者表彰申請書
　②　優秀技能者表彰審査表
　③　推薦基準調書
　④　組織図
　⑤　その他（資格証明書、講習修了証、表彰
状等の写し）

　　※①〜④は協会ホームページよりダウンロ
ードしてください。

⑶　費用
　表彰者１名につき10,000円
［応募資格］
　企業会員
［書類提出先］
　（一社）全国住宅産業協会事務局
　〒102−0083　東京都千代田区麹町5−3
　※支部会員の場合は所属支部事務局へご提出
ください。

［問合せ等］
　（一社）全国住宅産業協会事務局
　TEL　03−3511−0611

平成28年度優秀社員・優秀技能者表彰の募集について
　当協会では、企業会員を対象に優秀社員・優秀技能者表彰について下記のとおり募集し、６月
７日開催の第４回定時総会において表彰を行う。
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全住協セミナー

起業とコンパクトマンションの変遷

　私が33年前（昭和59年）、マンションを購入し
ようとした際に、独身女性は父親を保証人にす
るか、結婚予定を証明することが必要でした。
何とか物件は購入できたものの、色々疑問を感
じました。後に続く女性達がスムーズにマン
ションが買えるようになればと思い、1991年（平
成３年）に当研究会を設立しました。
　この25年間で、社会は大きく変化しました。
住宅ローンの面から見ると、平成５年に女性は
未婚既婚問わず仕事をしていれば公庫（今のフ
ラット35）が利用できるようになりましたが、
独身女性はいくら年収が高くても1000万円の枠
しかありませんでした。平成10年には全く平等
なものになりました。そして、小泉改革の時に
フラット35が30㎡以上でも使えるようになった
のは非常に画期的でした。１LDKで利用できる
ようになったのです。
　また、昨年施行の「女性活躍推進法」で女性
の管理職・役員が増えていてマンションを買う
ことに需要がさらに高まり、20代、50代の人も
ローンが利用できるように変わってきてい

ます。
　2016年年初の大手ディ
ベロッパーの社長様の今
年の抱負について拝見す
ると「海外」「シニア」、こ
の二つ一辺倒なんですね。
誰一人として「コンパクト
マンション」について語られていません。需要
があるのに不思議だなと思います。現在、人口
が減少していますが、全国の単身世帯数は1980
年の711万世帯（19 .8%）から2035年は1846万世帯
（37 .2%）に急増見込みです。首都圏では638万世
帯（40 .2%）に増加しています。世の中のニーズ
に合ったコンパクトマンション（１DK〜２
LDK）マーケットをより広め、不動産業界を活
性化し、『多くの女性が快適で安全な住まいを
購入できる夢を実現したい、女性の未来の暮ら
しが元気で明るく輝くような住まいを提案し活
力のある日本にしたい』、マンションをローン
で購入することで始まる快適で安全な暮らしは
女性の継続的勤労意欲を高め、日本経済の復活
に大きく寄与できると考えています。
　次に、コンパクトマンションの変遷について
ご説明します（資料参照）。25年前は、賃貸から
の脱却、バストイレ別、浴室乾燥機、宅配ボッ
クスがあればいい、１LDKあればいいというも
のから、2000年代には姉歯事件、通り魔事件が
起きて構造面やセキュリティー面を重視してき
ます。それから東日本大震災後は耐震性、湾岸
を避けて内陸部の地盤の良いエリアのマンショ
ン、床暖房やミストサウナ、ディスポーザー等
のより快適で便利なものに関心を持つようにな
りました。2014年のアベノミクス以降、東京オ

「土地と建築費高騰の中で需要がさらに高まる
� コンパクトマンションの企画・分譲のポイント」

（一社）女性のための快適住まいづくり研究会　代表
㈱快適住まいづくり　専務取締役　小島　ひろ美　氏

　中高層委員会セミナーの概要を下記にご紹介いたします。
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リンピックが決定し、資産性、値上がり、家賃
収入などマンション投資に関心をもつ女性が増
えています。
　マンションを買いたい、そして資産性のある
マンションを求める女性達の厳しい目線はいつ
の年代も変わらないと思います。時代のニーズ
に合ったコンパクトマンション（30〜60㎡）が増
え、今後、住宅ローン減税の床面積要件緩和が
決定されることで、不動産・建築業界が活性化
していくことを願っています。

研究会の活動と会員の特性

　（一社）女性のための快適住まいづくり研究会
の会員数はこの25年間で79,500人と順調に増え
ていますが、昨年の会員の契約件数が806人と
大幅に減りました。一昨年が1007人契約してい
るのに対して、会員が増えているのに、契約件
数が激減しているのは物件が不足しているから

です。それならと思い自社分譲を始めました。
物件がないなら造るしかないと思ったからで
す。他に、会員同士をつなぐ仲介とリノベーショ
ン・リフォーム事業をスタートしました。よく
どうやって会員を増やしているのと聞かれます
が、色々なマスメディアとか私の著書とかネッ
トとか特に会員の紹介など口コミが多いです。
全スタッフが会員を大切にサービス強化に努力
していることに感謝しています。
　また、会員を育てる必要があります。マンショ
ンを購入したいといっても、初めは漠然として
いるので、ミニセミナーといってローンのこと
や構造のことなど専門家を招き色々なテーマで
レクチャーしていただいています。他にも実践
編として実際のモデルルームや建物を会員達と
見学しながら勉強したり、様々なセミナーやイ
ベントを通じて購入したい気持ちをより具体的
に育て自分に合ったマンションを一緒にお選び

資料１
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するサポートをしています。
　私共研究会の会員は、30〜40代が最も多いで
すが、最近は20代、50代も増えています。お住
まいは、ほとんどが首都圏、関西にも約１万人
います。職業は会社員・公務員の方が82%と多
く、最近は契約・派遣社員の方も増えています。
契約・派遣社員の方はフラット35であれば利用
ができますし、りそな銀行も利用できる場合が
あります。居住予定は最初は一人を考えていて、
現在は親と同居の方が約半数です。年収は400
〜599万円の人が多いですが、自己資金は400万
円以上の方が84%、800万円以上の方が51%いま
す。コツコツ貯金していて、良妻賢母タイプの
方が多いです。一般事務職や経理、総務、秘書
などの内勤のお仕事の方が多く、一人で不動産
会社やモデルルームに行きづらいという方が多
いです。
　昨年の会員の購入物件の傾向としては、契約
金額が１LDKは3200万 〜3600万、２LDKは
4500万〜5200万円と元々の希望購入価格よりも
高くなっています。これをできれば１LDK2800
万〜3200万、２LDKは3900万〜4500万というも
のを企画していきたいと考えています。後ほど
詳しくご説明いたしますが、一部の年収・自己
資金の多い女性達だけでなく、もっと多くの女
性にマンション購入の夢を実現して欲しいから
です。
　スタディオタイプ、ワンルームマンションに
は女性はあまり興味がありません。私達は40㎡
台で２LDKをつくっています。希望は40㎡台の
１LDKと考えていますが、実際は自分の思って
いる面積よりも小さくし、30㎡台の１LDKマン
ションを無理のない資金計画で購入されていま
す。未婚の会員で「結婚するつもりはない」と
答えているのは13%ですので、ほとんどは結婚
を考えています。考えているけれど都心・駅近
新築の１LDKを買うのは、後々貸したいという
希望があります。
　独身男性のセミナーで100人集まりますと買
う人は平均３人しかいませんが、独身女性は１

回のセミナーに参加する100人中30人以上は半
年以内でマンション購入を決めます。女性は決
断が早いし、理想と現実を近づける努力をされ
ます。また、独身男性はローン審査の時、投資
目的と見られたり、キャッシングとか車のロー
ンとかあって、住宅ローンが通らないという
ケースも多いようです。
　マンションを買った女性は結婚して出産して
も、産休と育休を取って復職している人がほと
んどです。なぜなら、ローンを組んでいるので
返さないといけないという意識が強いんです。
独身時代にマンションを購入する女性は一生働
きたいと考えている日本経済にとって大切なす
ばらしい方々です。

会員が求めるマンション設備

　設備についてはヌックカウンターといってダ
イニングセットを置かずに、食事ができるよう
になっているか、食器棚はついているか、三ツ
口コンロは必須で魚焼きグリルが付いているか
が重要です。マンションを買う女性はお料理の
好きな方が多くて、炒め物、煮物、お味噌汁と
同時に温かいお料理を作るのを楽しみにされて
います。だから、賃貸マンションみたいにシン
クを小さくしたり、１口、２口コンロだと人気
がありません。
　食器棚の耐震ラッチや洗面化粧台の下に化粧
品が入れられるようになっているコスメポケッ
ト、ドライヤーフックは２個必要です。クルク
ルドライヤーと普通のドライヤー分です。扉を
開けるとゴミ入れの袋がセットできるとか、ラ
ンドリーバーも必要ですね。女性はあまりリビ
ングに洗濯物は干しません。浴室乾燥機か外に
干したいですね。他には、ヘルスメーターが入
れられるスペース、明るい照明やちょっとした
メイクのチェックができる拡大鏡なども人気が
あります。
　お風呂については追い炊き、浴室乾燥機が
あって掃除がしやすく汚れがつきにくい材質の
ものを求めています。寝室は４畳以上、キッチ
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ンとリビングを合わせて９畳は必要です。１
LDKの場合、エアコンは１台でも十分だと思い
ます。最近、独身男性のセミナーで、物件購入
の際、重視するポイントを質問したところ、収
納とキッチンという答えが返ってきました。今
は、男性も女性と一緒なんですね。また、チラ
シやポスターはDINKSに向けてはファミリー
のイメージ、シングルに向けてはDINKSのイ
メージが好感度が高いです。広告というのは将
来の幸せをイメージできるものが良いというこ
とです。

サクラティアラシリーズの分譲

　会員のためのセミオーダーマンションをス
タートしました。当研究会が企画しているサク
ラティアラシリーズは、パンフレットは社員の
手作り、モデルルームはバーチャルで販売して
います。どこまで節約できるか色々工夫をして
います。そして、他のディベロッパーが発売で
きないような立地と価格と間取りで企画してい
ます。まだ２棟目の分譲ですが、いずれも完成
までに全戸完売しています。すでに３〜６棟目
の土地の仕入れも完了し、着々と企画が進行中
です。
　女性は港区や渋谷などが好きと思われがちで
すが、実際に買えるところが良いのです。城南、
城東、城北、横浜・川崎地域などの駅近の『準
都心』エリアの買いやすいマンション（2,500万
円〜4,500万円）の１LDKや２LDKに人気があり
ます。
　間取りについては、40㎡台で２LDKを作って
いますが、決して狭く感じないワイドスパンな
間取りを工夫しています。分譲価格をどうやっ
て抑えるかということですが、当社は１LDK30
〜33㎡、一般ディベロッパーは35〜45㎡企画し
ます。大手ほど１LDKを45㎡作るんです。２
LDKを当社は40〜45㎡、一般ディベロッパーは
50〜60㎡。そうすると、３坪の違いで1000万円
以上違うんですね。女性はグロス価格を重視し
ます。買えるかどうかがポイントです。今、９
坪の１LDK、40㎡の２LDKにチャレンジして

います。どのようなスパン割であっても一番良
い間取りを25年間のノウハウと経験でプランニ
ングしています。
　女性は勤勉で真面目なので、３〜５回コース
のゼミナール形式で物件説明会を行っていま
す。モデルルームもありませんので、物件や資
金計画のことをしっかりと会員の皆様に理解し
ていただくのには10時間は必要だと思ってい
ます。

今後の事業展開

　分譲事業、仲介事業、リノベーション事業を
2014年からスタートして、一昨年は売上が前年
比203%、昨年は105%伸びています。今、複数
の地域で土地の仕入れを進めています。当社が
土地をみつけ（一財）首都圏不燃建築公社様が土
地を買って、研究会が企画し、快適住まいづく
りが売主になるスキームで取り組んでいます
が、他のディベロッパー様と同じスキームで取
り組めると考えてコンパクトマンションの供給
を全住協の会員の皆様と一緒にぜひ取り組ませ
て頂きたいと考えています。
　これからもディベロッパー様のコンパクトマ
ンションの企画分譲をサポートしたいと考えて
います。そして、サクラティアラシリーズは事
業効率の面から東急沿線中心に展開します。こ
の25年間でコンパクトマンションの企画・販売
協力の846棟以上の実績がありますので、他の
エリアも企画の段階でご相談いただければ有り
難く思います。
　また、サクラティアラシリーズの専有買いも
考えていく予定です。事業主はディベロッパー
様で売主が当社、企画は女性のための快適住ま
いづくり研究会です。万が一、物件が少し売れ
残っても会員が沢山いるので、お試し入居がで
きる、業界初の『お試し入居付き分譲マンショ
ン』を企画したいと思っています。
　最後に、『女性が快適で安全な住まいを購入
する夢を叶える』ことで女性が輝く日本を目指
します。これからもご指導、ご鞭撻賜りますよ
う宜しくお願いいたします。 （文責編集部）



− 13 −

協会だより
理事会開催状況
［理事会］
日　時　平成28年３月18日（金）16：30〜17：20
場　所　ホテルニューオータニ
議　事　新入会員懇親会、団体会員の名称変更、

小委員会の設置等についての報告並び
に団体会員の入会承認等について審議
を行った。

入会
正会員
会 社 名　株式会社プログレス
代 表 者　菊田　寛康
住  所　〒163−1341　東京都新

宿区西新宿６−５−１
T E L　03−6896−1410
F A X　03−6770−2150
事業内容　一都三県中心に一次取得者向けの戸

建て・マンションを提供しています。

会 社 名　ベターライフハウス
 株式会社
代 表 者　三橋　透
住  所　〒152−0023　東京都目

黒区八雲３−11−10
T E L　03−5731−7766
F A X　03−5731−7888
事業内容　東京都内のうち城南・城西を中心に

戸建分譲等を幅広く展開中。

会 社 名　株式会社ブライトシェア
代 表 者　栗原　洋一
住  所　〒160−0022　東京都新

宿区新宿２−12−８　
ACN新宿ビル７階

T E L　03−6380−4394

F A X　03−6380−4395
事業内容　関東近県の主要都市でマンション及

び戸建の分譲を展開中。

会 社 名　株式会社
 快適住まいづくり
代 表 者　木村　吉伸
住  所　〒152−0035　東京都目

黒区自由が丘２−９−６
LUZ自由が丘８階

T E L　03−3718−7017
F A X　03−3718−7015
事業内容　女性の住まい購入の夢を叶えるため

にコンパクトマンションの企画協力
と分譲を展開。

会 社 名　SBIライフリビング
 株式会社
代 表 者　河野　由紀
住  所　〒150−0043　東京都渋

谷区道玄坂１−14−６
T E L　03−5456−8666
F A X　03−5456−8509
事業内容　東京・名古屋・福岡を中心に自社ブラ

ンドの投資用不動産開発事業を展開。

会 社 名　株式会社ハステック
代 表 者　田島　太郎
住  所　〒150−0002　東京都渋

谷区渋谷１−11−３　第
一小山ビル６階

T E L　03−5485−0061
F A X　03−5485−0062
事業内容　東京23区にて木造３階建長屋アパー

トの建売事業を展開。


団体会員コーナー

◇ （一社）東北住宅産業協会設立、団体会員へ
　このたび、全住協東北支部を母体として設立
された一般社団法人東北住宅産業協会（東北住
協）が全住協に団体会員として入会した。
〈東北住協〉①平成28年４月１日設立　②高橋一

夫理事長　③所在地・TEL・FAX
は東北支部に同じ。

◇ 名称変更
　４月１日、（一社）信越住宅産業協会は全住協
北陸支部と統合して（一社）北

ほく

信
しん

越
えつ

住宅産業協会
に、（一社）九州住宅建設産業協会は（一社）九州
住宅産業協会に名称を変更した。
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北海道支部
会 社 名　株式会社
 ファンズコムテック
代 表 者　小野　満俊
住  所　〒002−8081　北海道札

幌市北区百合が原11−187
T E L　011−776−5001
F A X　011−776−5002
事業内容　オリジナル雑貨卸、建築修繕を展開。

特色あるリフォーム物件供給に幅広
く対応。

賛助会員
会 社 名　株式会社昭徳
代 表 者　佐武　昭憲
住  所　〒339−0036　埼玉県さ

いたま市岩槻区横根1313
T E L　048−797−3344
F A X　048−797−2324
事業内容　関東一円で建物を解体しております。


会 社 名　株式会社ビカレン
代 表 者　諏訪部　光一
住  所　〒160−0022　東京都新

宿区新宿１−18−13　協
建新宿一丁目ビル４階

T E L　03−6457−4311
F A X　03−6457−4312
事業内容　交通広告を中心に戦略プロモーショ

ンを「ワン・ストップ」でご提案し
ます。

関西支部（賛助会員）
会 社 名　司法書士法人
 トータルサポート
代 表 者　古川　悠一郎
住  所　〒564−0028　大阪府吹

田市昭和町１−１　アイワステーシ
ョンビル２階　２C

T E L　06−4860−5070
F A X　06−4860−5027
事業内容　司法書士業務全般。特に不動産取引

の立会等の不動産業務及び相続関係
に注力。

会報　全住協　　　通巻37号
（平成 28 年４月 10 日発行）

発　行　　一般社団法人全国住宅産業協会
編　集　　一般社団法人全国住宅産業協会事務局

２月23日（火）・社会資本整備審議会住宅宅地分科会に神山会長が出席。（国土交通省）
・流通委員会を開催。（弘済会館）
・不動産業務研修会を開催。（弘済会館）

24日（水）・（公社）首都圏不動産公正取引協議会理事会に牧山副会長ほかが出席。（グランドヒル市ヶ谷）
３月３日（木）・（公財）東日本不動産流通機構理事会に神山会長、牧山副会長ほかが出席。

 （京王プラザホテル）
・組織委員会を開催。（主婦会館）

４日（金）・ストレスチェック制度対策セミナーを開催。（あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル）
８日（火）・事業表彰審査会を開催。（協会会議室）
10日（木）・自由民主党各種団体協議会懇談会に神山会長が出席。（都市センターホテル）

・総務委員会を開催。（協会会議室）
・中高層委員会を開催。（弘済会館）

11日（金） ・宅地建物取引士法定講習を開催。（連合会館）
14日（月）・（公社）全日本不動産協会常務理事風祭富夫氏の黄綬褒章受章を祝う会に牧山副会長が出席。

 （グランドアーク半蔵門）
17日（木）・「建設業における外国人技能実習制度」活用セミナーを開催。（主婦会館）
18日（金）・（一財）不動産適正取引推進機構理事会に神山会長が出席。（同機構会議室）

・団体会員理事長協議会、理事会、政治連盟総会、新入会員懇親会を開催。
 （ホテルニューオータニ）

業務日誌



− 15 −

会員レポート　「わが社の取組み」　

　弊社　田名部組は、地域の皆様のご支援の
もと、土木建設業を中心に創業92年を迎える
ことができました。『人と地域社会のために』
を企業理念とし、これまで、住宅・不動産事業、
太陽光発電事業（ISO　55001/アセットマネジ
メントシステム認証取得）、福祉分野、食品
分野（生産〜加工）等へと事業拡大を図ってお
ります。
　現在、TANABU　GROUP全体で約240人
の従業員が働いています。従業員が増えると
いうことは、一つの業務に携わる人員が増え
るということです。そこで危惧することは、
一人ひとりの仕事に対する意欲や、その部署
の目指す方向性にズレが生じることです。目
指す方向性に関しては、上司が部下との確認
を密にすることで修正が効きますが、仕事に
対する意欲にズレが生じると、その業務の完
成度が下がる場合があります。乗じて、顧客
満足度低下に繋がることも予想されます。
　顧客の信頼と満足を得る品質の構築物・
サービスを提供する為には、従業員満足度向
上に大きく関係があると思い、社長考案の基、
『サンクスカード』を始めました。『サンクス
カード』とは名刺サイズ程度のカードで、感
謝を贈る人の名前、感謝する内容、書いた人
の名前を書き込みます。毎月10枚ずつ、全グ
ループ、役職員含む全従業員約240人に配布
し、手書きで感謝の言葉を贈ります。
　内容は様々で、業務に関係すること、プラ
イベートに関することなどです。月末までに
本社の回収BOXに入れてもらいます。集めた
カードは、社長とブランディングチーム（社
内外の広報チーム）が確認・集計を行います。
従業員毎の感謝した枚数、感謝された枚数を
集計します。内容が重複しているとカウント

されない場合もあり
ます。
　集計が終わったカードは、全てハガキに貼
り、従業員の各家庭へ郵送します。感謝され
ている内容を、家族にも見てもらいたいとい
う思いからです。本社や事業所ごとには全て
のコピーが掲示され、全員が見られる環境も
整えました。毎月の上位３位まではランキン
グも発表します。感謝されている内容が可視
化できることで、日々の業務に意欲が沸き、
一つ一つの業務が丁寧になる事が狙いです。
　年末には感謝した人、感謝された人を、部
署・グループ企業ごとや、全グループ上位者
等ランキングの項目を設け、表彰式を行いま
した。賞品は、グループ企業のお米や加工肉
等です。『サンクスカード』の可視化に加え、
従業員全員の前で表彰を行うことで、社長自
らが従業員間の意思疎通を重要視しているこ
とが伝わり、人に感謝される仕事をしようと
いう意欲が沸きます。
　大人になって、ダイレクトに感謝の言葉を
いただけると素直に嬉しく、仕事に対する意
欲が向上します。仕事に対する意欲が沸くと、
従業員満足度が向上し、その仕事は顧客満足
度向上に繋がります。その結果を更なる良質
な構築物やサービスの提供に繋げていけたら
と思っております。

表彰式

手書きで感謝を書き込む『サンクスカード』

〒039−1165　青森県八戸市石堂２−11−21
TEL　0178−20−1414
代表取締役　田名部　智之

─ ㈱田
た

名
な

部
ぶ

組 ─
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お問い合わせは、協会事務局（ＴＥＬ ０３-３５１１-０６１１）まで。

全住協ビジネスショップは、組織委員会に設置した全住協ビジネスネットワーク（略称「ビジネスネット」）が認定した賛助会員等の取扱商品
を、一般向けには行っていない特別価格・サービスにて会員企業向けに提供する仕組みです。既に下記の 17 社が商品を提供しており、会員の購買
におけるメリットとなるとともに、会員間のさらなる交流が生まれています。
商品の詳細は、全住協ホームページの会員専用ページから「全住協ビジネスショップ専用サイト」にてご覧ください。
　会員名（順不同） 取扱商品
・全保連㈱ 賃料保証システム
・㈲シー・ブリッジ 不動産広告アイテムの制作、iPadツールの制作及び運用
・㈱週刊住宅新聞社 宅建受験対策書籍
・e-Net少額短期保険㈱ 賃貸住宅の少額短期保険
・㈱トルネックス エマージェンシートイレキット、エマージェンシーボディキット
・アットホーム㈱ 名入れノベルティ防災セット
・あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 宅地建物取引業者向け賠償責任保険
・アクアクララ㈱ 宅配水サービスの「はじめてセット」
・エース21グループ㈱ 全自動消火装置「ケスジャン」
・㈱一貫堂 簡単チラシ印刷、簡単名刺印刷 on WEB、RE-cycle Computer
・ソフトバンク㈱ 法人向けモバイル通信サービス
・日本ポリプロ㈱ 我が家の防災ファイル
・㈱総合資格 建設業界採用情報誌、各種建築関係試験受験対策講座
・㈱ベーシック ENJO（エンヨー）オリジナルセット
・㈱東京リーガルマインド（LEC） 各種講習、資格取得講座
※宅建登録（５問免除）講習　㈱東京リーガルマインド(LEC)、㈱住宅新報社、アットホーム㈱、㈱総合資格、㈱プライシングジャパン

一　　般
社団法人 北海道住宅都市開発協会〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西10丁目3-2南1条道銀ビル2F………… TEL.011-251-3012 FAX.011-231-5681
一　　般
社団法人 秋 田 県 住 宅 宅 地 協 会〒010-0951 秋田県秋田市山王5-14-1サントノーレプラザビル1F……………… TEL.018-866-1301 FAX.018-866-1301
一　　般
社団法人 東 北 住 宅 産 業 協 会〒981-3414 宮城県黒川郡大和町鶴巣太田字壱町田24-5… ……………………… TEL.022-347-7251 FAX.022-347-7252
一　　般
社団法人 北 信 越 住 宅 産 業 協 会〒388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田370-1… ……………………………… TEL.026-293-9125 FAX.026-293-9551
一　　般
社団法人 富 山 県 住 宅 宅 地 協 会〒939-8084 富山県富山市西中野町1-7-27…タカノビル6F… …………………… TEL.076-425-2033 FAX.076-413-6033
一　　般
社団法人 北陸住宅宅地経営協会〒910-0023 福井県福井市順化1-21-19… ………………………………………… TEL.0776-22-7017 FAX.0776-23-0011
一　　般
社団法人 静 岡 県 都 市 開 発 協 会〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町11-6… ……………………………………… TEL.054-272-8446 FAX.054-272-8450
一　　般
社団法人 東 海 住 宅 産 業 協 会〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-3-26…昭和ビル4F… ……………………… TEL.052-251-8920 FAX.052-252-0081
一　　般
社団法人 中 京 住 宅 産 業 協 会〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-1-9…FLEX14F…………………………… TEL.052-261-8961 FAX.052-251-3755
一　　般
社団法人 関 西 住 宅 産 業 協 会〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-8…瓦町4丁目ビル6F… ……………… TEL.06-4963-3669 FAX.06-4963-3766
一　　般
社団法人 岡山県住宅宅地供給協会〒700-0901 岡山県岡山市北区本町4-18…コア本町3F… ………………………… TEL.086-231-0990 FAX.086-225-1904
一　　般
社団法人 広 島 県 住 宅 産 業 協 会〒730-0011 広島県広島市中区基町5-44…広島商工会議所ビルディング4F……… TEL.082-228-9969 FAX.082-209-9955
一　　般
社団法人 四国住宅宅地経営協会〒760-0018 香川県高松市天神前9-5………………………………………………… TEL.087-861-9335 FAX.087-861-9335
一　　般
社団法人 九 州 住 宅 産 業 協 会〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-16…第2大西ビル6F… ………… TEL.092-472-7419 FAX.092-475-1441
一　　般
社団法人 九 州 分 譲 住 宅 協 会〒814-0022 福岡県福岡市早良区原5-14-22… …………………………………… TEL.092-821-6441 FAX.092-847-7090
一　　般
社団法人 鹿児島県住宅宅地産業協会〒890-0069 鹿児島県鹿児島市南郡元町14-9… …………………………………… TEL.099-285-0101 FAX.099-285-0122
一　　般
社団法人 沖 縄 住 宅 産 業 協 会〒900-0032 沖縄県那覇市松山2-3-12… …………………………………………… TEL.098-863-7410 FAX.098-863-7410

北 海 道 支 部 〒063-0836 北海道札幌市西区発寒16条12-1-1…………………………………………………… TEL.011-664-8662 FAX.011-664-8662

関 西 支 部 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-2-1…オーセンティック東船場402号… ……… TEL.06-6263-5503 FAX.06-6263-5550

中 国 支 部 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀6-16…第一東亜ビル3F… ………………………………… TEL.082-228-5002 FAX.082-228-5068

一　　般
社団法人 リノベーション住宅推進協議会…／…全国賃貸管理ビジネス協会…／…首都圏中高層住宅協会

団体会員

特別会員

支　　部


